
婚姻の日後3年以内（事実婚
の届出をした日から3年以内、
パートナーシップ宣誓等を
行った日から3年以内）

など

など

パートナーシップ関係にある方
パートナーシップ証明等（パートナーシップ宣誓制
度に基づき発行される受領証、受領カード等）
※　申込住宅が所在する市町の発行したものに限る。

裁判所の保護命令書、女性相談支援センター等の証明書など
・婚姻の日後3年以内であることが確認できる戸籍謄本
・事実婚の方は事実婚の届出をした日から3年以内で
あることが確認できる書類

・パートナーシップ関係の方はパートナーシップ宣誓等
を行った日から3年以内であることが確認できる書類
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